
 

自動販売機導入業務委託　仕様書 

 

１．委託業務名　　自動販売機導入業務委託 

 

２．履行期間　　　契約締結日の翌日から令和８年３月２７日までとする。 

 

３．履行場所　　　福原駅 

 

４．目的 

　　笠間市（以下「市」という。）では、買い物施設や行政機関へのアクセスに距離のある市の周辺

地域において、生活支援サービスの実証と実装に取り組むことで、周辺部での生活の持続性を確

保する取り組みを推進している。また、財政、人材といった経営資源に限りがある中で、運用コ

ストを低減しながら、実証、実装を図るサービスを持続させていく必要がある。 

本事業は、地域交流空間の創出と連動する買い物等の生活支援サービスの提供の取り組みとし

て、福原駅の駅舎内に日用品等を販売するための自動販売機を設置し、地域住民及び駅利用者の

利便性の向上と交流の促進を図りながら、他地域への拡張展開を見据え、空きスペースを活用し

た買い物サービスの検討を行うことを目的とする。 

 

５．業務内容 

（１）自動販売機の選定及び設置 

　設置環境、販売品、利用者の利便性と交流機会の創出及び機器の運用性を踏まえ、福原駅（Ｊ

Ｒ水戸線、茨城県笠間市福原２１４４）に設置する自動販売機（以下「機器」という。）を検討、

選定し、設置する。設置箇所は駅舎内（ブロックタイル床）の市の指定する箇所とし、仕様は

以下のとおりとする。 

（２）キャッシュレス決済端末の選定及び設置 

　機器に設置するキャッシュレス決済端末を選定し、機器に設置した状態で納品する。電子マ

 外形寸法 横 900 ㎜、奥行 875 ㎜（背面に必要なスペースを含む）、高さ 1,850 ㎜の範

囲に収まるもの。

 重量 240 ㎏以内。

 扉 断熱の左開きの一枚扉で、扉の開閉時に必要なスペースは機器から正面向

かって左側に 450 ㎜以内であること。

 冷却仕様 弱冷（21℃以下）機能を有すること。

 販売商品 幅 210 ㎜、奥行 72 ㎜、高さ 177 ㎜、重さ 600ｇの商品を 15 種以上扱える

こと。販売商品は、市と協議の上決定することとするが、市指定ごみ袋（大

袋・小袋）及び不燃ごみ処理券を、必要に応じて折り畳みや包装の上扱える

こと。

 ラッピング 市の指定するラッピングデザイン（正面及び左右面）を施すこと。デザイン

に必要な機器の図面データ（イラストレータ等）を提供すること。

 対応紙幣・硬貨 千円札（少なくとも３枚を扱えること）、500 円、100 円、50 円、10 円。



 

ネー決済、ＱＲコード決済に対応することとし、サービス導入費だけでなくランニング費用も

踏まえて提案し、市と協議の上、決済端末、対応する決済方法を決定する。 

（３）機器運用のサポート 

　機器運用にあたり、市または市が運用を委託する事業者等に対する電話でのサポート、相談、

修理依頼、訪問修理（出張費、作業費、部品代を含む）に通年で対応することとし、機器の運

用に精通した者がこれを担うこと。対応する期間は５年間とする。 

（４）今後の拡張展開に向けた協議の実施 

　目的を踏まえた自動販売機の機能及び他地域への拡張展開を見据え、地域交流等と連動する

空きスペースを活用した買い物サービスとして必要な要素、機能等について、市と協議及び検

討を行い、方向性の提案を行う。 

（５）協議及び意見交換の実施 

　上記の（１）から（４）の実施にあたり、市職員又は市が指定する参画者を対象とした協議

及び意見交換を毎月１回以上実施する。 

 

６．成果品　　　業務報告書　一式（機器の取り扱い説明書を含む） 

 

７．業務実施 

　　業務の実施にあたっては、能力、人数等、業務実施に適した人員を配置する。  

 

８．実施状況における確認・協議 

　　業務の実施状況については、随時、必要な協議を行う。 

 

９．成果の帰属及び秘密保持 

（１）本業務により得られた成果は、原則として市に帰属するが、受託者が成果として成果品以外

の資料を作成することや成果品の利用を拒むものではなく、市と受託者の双方の合意の上で活

用を図るものとする。 

（２）秘密保持 

①本業務に関し、市から受領又は閲覧した資料等は、市の了解無く公表又は使用してはならない。 

②本業務で知り得た市及び事業者等の業務上の秘密は保持しなければならない。 

 

１０．再委託 

業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務の効果を向

上するために必要と思われる業務で、市の承諾を受けた場合は、その一部を第三者に委託するこ

とができる。 

 

１１．その他 

業務の実施にあたって、不明瞭な点や改善の必要性がある場合、または、執行上の疑義が生じ

た場合は、都度、市と協議して定める。 

【お問合せ】　笠間市 政策企画部 企画政策課 政策推進室　担当：枝川 
　　〒309-1792　茨城県笠間市中央三丁目２番１号 
　　電話：0296-77-1101（内線 560） 
　　E-mail : project-s@city.kasama.lg.jp


